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みなさんのお宅に使わなくなった軽自動車、原動機付自
転車、農耕車はありませんか？
軽自動車税は毎年４月1日時点での所有者に課税されます。
廃車、名義変更の手続きが４月１日までにできていない

と、その年度の軽自動車税が課税されてしまいますので、
すみやかに手続きをお願いします。
役場では、原動機付自転車・農耕車の手続きができます。

☆廃車手続きに必要なもの☆
・ナンバー (紛失の場合でも廃車できますが、弁償金200
円が必要です。)
・所有者の印鑑
軽自動車は鳥取県軽自動車協会、二輪小型自動車は鳥取
陸運支局での手続きが必要ですので、そちらへお問い合せ
ください。
【問い合わせ先】
◎原動機付自転車・農耕車等
税務課 緯73－1413

◎軽四輪車・軽二輪車（125cc～250ccのバイク）等
鳥取県軽自動車協会 緯28－7021

◎二輪小型自動車（250cc超のバイク）
鳥取陸運支局 緯22－4120

使用しなくなった軽自動車・
原動機付自転車・農耕車の
廃車手続きはお早めに!!

町教育委員会では、奨学資金の借入希望者を次のとおり
募集します。
●受付期間
３月７日（月）～３月28日（月）
●貸付条件
①高等学校、大学、専修学校（修学年限２年以上）に入学
または在学する方
②経済的理由により、就学が困難と認められる方
③他から同種類の奨学金の貸付または給付を受けていない方
●貸付金額
◆高等学校 月額２万円
◆大 学 月額３万円または４万円（どちらか希望する額）
◆専修学校 月額３万円または４万円（どちらか希望する額）
●貸付まで
３月 借入希望者募集
４月下旬 岩美町奨学資金審査委員会開催
４月下旬～５月上旬 貸付決定及び貸付決定通知書送付
６月上旬 初回貸付（４月～６月分）
※その後７月・10月・１月に３カ月分ずつ貸付
●奨学金の返還
無利子です。
原則、貸付期間の終了から１年経過した後償還を開始し、
10年以内に償還していただきます。
●貸付要項及び申込書の入手
貸付要項及び借入申込書は町教育委員会(役場2階)にあり

ます。また、町ホームページからもダウンロードできます。
【申込・問い合わせ先】
岩美町教育委員会 緯73－1301

岩美町奨学資金借入希望者募集

町では、介護サービスの質の向上を目指して介護
相談員派遣事業を行っており現在３人の方が活動
しています。さらなる介護サービスの充実を目指し
事業に協力していただける介護相談員を募集しま
す。介護や福祉に関心のある方の応募をお待ちして
います。
●応募資格及び募集人数
老人ホーム等介護施設に月に２回程度の訪問活
動が可能で、ボランティア意識の旺盛な20歳以上の
町民若干名（簡単な面接により選考します。）
※ボランティア活動ですが、若干の謝礼があります。
●応募の方法
住所、氏名、年齢に応募の動機、福祉に関するご
意見など(400字～1,200字程度)を添えて、郵便、
ファックスで、福祉課へ申し込んでください。（様
式は任意）
●応募締切 ３月18日（金）まで
【応募・問い合わせ先】
〒681-0003 岩美町浦富1029-2

岩美すこやかセンター内
福祉課 緯73-1333 胃73-1344

介護相談員を募集します

◆予備自衛官補募集
○予備自衛官補（身分：非常勤の特別職国家公務員）とは
必要な教育訓練を受け、修了後に予備自衛官とな
る制度です。
○予備自衛官とは
普段は社会人（学生）として、仕事（学業）をし

ながら、必要なスキルを継続的に維持させるため定
期的に訓練を受け、有事の際には防衛招集命令又は
国民保護等招集命令により出頭し、自衛官となっ
て、後方の警備や後方支援又は国民の保護のための
措置等の任務に当たります。
●受付締切 ４月６日（水）まで
●採用区分 一般公募及び技能公募
※技能公募は、衛生・語学・整備・情報処理・通
信・電気・建設等の国家免許資格を有する者
●試 験 日 ４月15日（金）～４月18日（月）

のいずれか１日
●試験会場 一般公募：陸上自衛隊米子駐屯地

技能公募：陸上自衛隊伊丹駐屯地
●受験資格 一般公募：18歳以上34歳未満

技能公募：18歳以上で、保有する技能
に応じて53～55歳未満

※自衛官であった者は、自衛官であった期間が１
年未満の者

●合格発表 ５月20日（金）
●処 遇 教育訓練招集手当：日額7,900円
●教育訓練 一般公募：50日／３年以内、

技能公募：10日／２年以内
【問い合わせ先】
自衛隊鳥取募集案内所 緯26－4019（胃兼）

自衛隊鳥取地方協力本部
からのお知らせです


